
別表第１（第２条関係）

健康情報等の種類 根拠規定

健

康

診

断

等

１ 作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の

健康を保持するため必要があると認めたときに

実施した健康診断の結果

労働安全衛生法

第 65 条の２第１項

１－１ 上記の健康診断の受診・未受診の情報

２ 市が実施した健康診断の結果及び職員から提出

された健康診断の結果

労働安全衛生法

第 66 条第１項から第５項

及び第 66 条の２２－１ 上記の健康診断を実施する際に、追加して行う

健康診断による健康診断の結果

２－２ 上記の健康診断の受診・未受診の情報

３ 医師又は歯科医師から聴取した意見及び市が講

じた健康診断実施後の措置の内容

労働安全衛生法

第 66 条の４、

第 66 条の５第１項

４ 市が実施した保健指導の内容 労働安全衛生法

第 66 条の７４－１ 上記の保健指導の実施の有無

長
時
間
労
働
者
に
対
す
る
医
師
面
接

５ 市が実施した面接指導の結果及び職員から提出

された面接指導の結果

労働安全衛生法

第 66 条の８第１項

（第 66 条の８の２第１項、

第 66 条の８の４第１項）、

第２項

５－１ 上記の職員からの面接指導の申出の有無

６ 市が医師から聴取した意見及び市が講じた面接

指導実施後の措置の内容

労働安全衛生法

第 66 条の８第４項

（第 66 条の８の２第２項、

第 66 条の８の４第２項）、

第５項

７ 市が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措

置の結果

労働安全衛生法

第 66 条の９

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

８ 市が実施した心理的な負担の程度を把握するた

めの検査（以下「ストレスチェック」という。

）の結果

労働安全衛生法

第 66 条の 10 第１項

９ 市が実施した面接指導の結果 労働安全衛生法

第 66 条の 10 第３項９－１ 上記の職員からの面接指導の申出の有無

１０ 市が医師から聴取した意見及び市が講じた面接

指導実施後の措置の内容

労働安全衛生法

第 66 条の 10 第５項、

第６項

そ

の

他

１１ 健康保持増進措置を通じて市が取得した健康測

定の結果、健康指導の内容等

労働安全衛生法

第 69 条第１項

１２ 職員から提出された二次健康診断の結果及び労

災保険法の給付に関する情報

労働者災害補償保険法

第 27 条

１３ 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

１４ 通院状況等疾病管理のための情報

１５ 健康相談の実施の有無

１６ 健康相談の結果

１７ 職場復帰のための面談の結果

１８ （上記のほか）産業保健業務従事者が職員の健

康管理等を通じて得た情報

１９ 任意に職員から提供された本人の病歴、健康に

関する情報


